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１．新型コロナウイルスワクチンの接種について

新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体説明会（第34回）
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２．予防接種事務デジタル化及び接種記録の保存期間について



1. 新型コロナワクチン接種費用の助成

2. 特例臨時接種の終了に伴う事項（事務連絡等）

3. 肺炎球菌ワクチン

4. 主なご質問
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新型コロナワクチン接種の令和６年度の費用負担について
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○ 新型コロナワクチンの予防接種については、今年度までは全額国費・無料で実施しているが、来年
度からの定期接種化の際、被接種者に費用負担が生じることとなる。

○ 令和６年度の定期接種における標準的な接種費用は、以下のとおり7,000円として積算しており、
低所得者に関しては接種費用を無料とするため、総接種費用の３割を普通交付税措置することとする。
低所得者以外の方の自己負担額については、接種費用7,000円を標準として、各自治体においてご検
討いただきたい。

標準的な接種費用 積算

ワクチン価格 手技料

特例臨時接種
（～Ｒ５年度）

無料（全額国費） － －

定期接種
（Ｒ６年度）

7,000円 3,260円 3,740円

※なお、インフルエンザのワクチン価格は、1,500円程度。

第32回 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会
資料

2023(令和5)年12月25日



助成金

※ 定期の予防接種を行うために要する費用は、
市町村の支弁。
定期の予防接種を行った者は、予防接種を

受けた者又はその保護者（低所得者を除く）
から、実費徴収が可能。手技料

3,740円

各メーカーから聴取した
希望小売価格（非公開）

↓

上記を参照しつつ、
ワクチン代を

11,600円程度に見直し

低所得者（生活保護受給者等）を無料とするための措置

昨年末時点の
ワクチン代
3,260円

地方交付税措置
（定期Ｂ類：３割）

昨年末時点の
接種費用
7,000円

助成金単価
8,300円

接種費用（見込）
15,300円程度

来年度の新型コロナワクチン接種の助成金スキーム

○ 本年２月に、新型コロナワクチンのメーカー各社から、今秋の定期接種用に供給するワクチンの希望小売価格を
聴取（非公開）した。

○ 聴取内容を参照しつつ、昨年末時点で3,260円としていたワクチン代について、11,600円程度に見直した。
○ その結果、昨年末時点で7,000円としていた接種費用の超過が見込まれるため、超過部分である「8,300円」につ
いて、市町村に対して助成金を支給することにより、引き続き7,000円の自己負担で接種が行えるようにする。

4



国
市
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村
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療
機
関
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メーカー・卸売業者

基金管理団体
PDSC：新薬・未承認薬等
研究開発支援センター

ワクチン生産体制等
緊急整備基金

地方交付税措置

❹実費徴収
④助成金

①接種数の調査

②接種数（見込み・実績）の報告

③助成金
交付指示

❶接種委託契約

❷ワクチン購入

❸接種

❺費用請求

❻費用支払

助成金支給事務手続きのフロー図

5



6

Q１ . 助成金の請求手続はどうなるのか。要綱のようなものを作成するのか。

準備でき次第、お示しする予定です。

Q２ . 各メーカーが考えているワクチン価格はいくらなのか。

各メーカーから、公表しないことを条件に聴取しているため、お示しできないことをご理解いただきたく存じます。

なお、実際に購入する際のワクチン価格は、メーカーや卸業者が流通に向けた準備を行う中で決まっていくととも

に、地域や流通の状況等によっても異なると思われるため、時機を見計らって、各自治体近隣のワクチン卸業者に

お問い合わせください。

助成金関係のQ&A①

Q３ . 助成額の根拠を教えてください。

令和６年２月時点で各メーカーから聴取した価格を参照して設定しております。計算方法等の根拠をお示しするこ

とにより、各メーカーの価格が推知されるおそれがあるため、価格と同様にお示しできないことをご理解いただき

たく存じます。

なお、助成額は、各自治体が支払う年間総費用でみたときに、ワクチン代について年末にお示しした3,260円を

超える部分を概ねカバーできるよう設定しています。
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Q５ . ワクチン卸業者から確認した額が、11,600円よりも低い場合は、助成金は減額されるのか。

今回の助成金は、令和６年度における新型コロナワクチンの定期接種に係る費用を補填するために支給するもの

であり、助成金総額が各自治体が支払う年間総費用を超えない限り、返還は求めません。

助成金関係のQ&A②

Q６ . ワクチンのモダリティやメーカー毎に医療機関への委託料を変えることも可能か。

国から自治体への助成額は、ワクチンのモダリティ等に限らず一律となりますが、自治体において医療機関への委

託料をワクチンのモダリティ等によって変えることは可能ですので、自治体においてご判断ください。

Q４ . ワクチン卸業者から確認した額が、11,600円よりも高い場合や価格変動があった場合、助成額は変更されるのか。

各メーカーから聴取した価格を基に、各自治体が支払う年間総費用でみたときに、ワクチン代について昨年末に

お示しした3,260円を超える部分を概ねカバーできるよう助成額を設定しており、今お示ししている助成額からの

変更は予定していません。



1. 接種費用の助成

2. 特例臨時接種の終了に伴う事項（事務連絡等）

3. 肺炎球菌ワクチン

4. 主なご質問
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○ 令和５年12月25日説明会で予告のとおり、特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチン、シリンジ・針・
生理食塩水の取扱い等について令和６年３月11日事務連絡を発出し周知。

○ その他、シリンジ等の有効活用の例や、国が保有するシリンジ等・冷凍庫・保冷バッグについて、今後、
入札等による民間事業者等への売払いを予定していること等について周知。

新型コロナワクチン、シリンジ・注射針・生理食塩水の取扱い等について

【主な周知事項】
１．特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチン（市中在庫）の取扱いについて
・ 市中在庫の所有権は国に帰属しているところ、その廃棄は、原則、令和６年４月1日

以降に行うこと。各自治体において廃棄すること。
・ 例外として、各自治体において、特例臨時接種が適切に実施される前提で、使用が見

込まれない分は特例臨時接種期間中であっても廃棄することは妨げないが、万が一不
足する事態が生じても、国から追加配送はしないこと。

・ 各都道府県は厚生労働省に対して、4月19日(金)を期限として、新型コロナワクチン
の廃棄量等の報告をすること。

・ 廃棄費用は接種体制確保事業の対象経費となるので、令和６年度に廃棄費用の支出が
発生する場合は、地方繰越を行うこと。

２．特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチン接種に使用するシリンジ・注射針・生理
食塩水の取扱いについて

・ 国から無償譲渡したシリンジ等の市中在庫は、特例臨時接種が適切に実施される前提
で、特例臨時接種期間中であっても条例等に基づき処分して差し支えないが、万が一
不足する事態が生じても、原則、国から追加配送はしないこと。

・ 処分にあたっては、医療機関へ譲渡するなど、なるべく有効活用すること。
・ 廃棄費用は接種体制確保事業の対象経費となるので、令和６年度に廃棄費用の支出が

発生する場合は、地方繰越を行うこと。
・ 国から無償譲渡したシリンジ等の市中在庫を売却等した収益は、自治体の収入として

差し支えないこと。

３．令和６年４月１日以降の新型コロナワクチン接種について
・ 特例臨時接種下で国から供給した新型コロナワクチンは、令和６年４月１日以降は例

外なく接種に使用することはせず、必ず廃棄すること。
・ 令和６年４月１日以降に行われた接種は、特例臨時接種として取り扱うことはできな

いため留意すること
・ 令和６年４月１日以降の接種に使用するシリンジ等・冷凍庫・保冷バッグは、各医療

機関等において調達すること。

特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い
等について（令和６年３月1１日事務連絡）

9



国民のみなさまへのわかりやすい情報提供（見直し予定）

国民や自治体、医療従事者等へ、厚生労働省ホームページやSNS等を通じて、情報提供を行っている。

○国民への情報提供 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

・接種のお知らせ ・有効性と安全性 ・接種実績 等

＜特設サイト＞・Ｑ＆Ａ ※特設サイトは令和６年３月末までの予定（４月以降は自動転送）

○自治体への情報提供 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html

・自治体向け手引き ・自治体向け説明会資料 ・通知・事務連絡 等

○医療機関への情報提供 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html

・医療機関向け手引き ・副反応疑い報告の方法 等

厚生労働省ホームページ

・新型コロナワクチンの

全額公費による

接種終了について 等

※特例臨時接種に係る資材の

掲載は令和６年３月末まで

リーフレット等の広報資材

新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口を設置。※令和６年９月末をもって終了予定

（電話番号：０１２０－７６１ー７７０ 受付時間：原則９時～２１時（土日・祝日も実施、対応言語により異なる）

※海外からおかけいただく場合 （＋８１）５０－３７３４－０３４８

（対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語） 10

https://www.mhlw.go.jp/

stf/seisakunitsuite/bunya

/vaccine_00184.html

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html


1. 接種費用の助成

2. 特例臨時接種の終了に伴う事項（事務連絡等）

3. 肺炎球菌ワクチン

4. 主なご質問
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高齢者に対する肺炎球菌ワクチンに関する情報提供資材について
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令和６年度から、対象者が変更となることに加え、科学的知見についても情報を更新し、新たな資材を作成した（別紙）。
住民への周知に活用いただきたい。



1. 接種費用の助成

2. 特例臨時接種の終了に伴う事項（事務連絡等）

3. 肺炎球菌ワクチン

4. 主なご質問

13



14

Q１ . 令和６年４月以降、新型コロナワクチンは任意接種として流通するのか。どの製剤が、いつから、どのように流通する

のか。

任意接種のワクチンについては、企業から上市され、ほかのワクチンを含めた医薬品と同様に一般流通されるもの

と認識しています。

時期としては、令和６年４月から市場に流通するよう、企業との調整など、所要の対応を進めていますが、基本的に、

各社の判断によるものであり、国からご案内するものではなく、今後必要に応じて企業から情報発信があるものと

考えます。

もし、自治体として、任意接種に用いるワクチンの情報を必要とする場合には、ワクチンの製造販売業者や流通に

関わる卸売販売業者等にお問い合わせをお願いします。

主なご質問への回答



Q２ . ４種混合ワクチンとHibワクチンの接種を開始した者について、やむを得ない場合に５種混合ワクチンに切り替える

場合、どのように接種すればよいか。

○ ４混及びHibワクチンと５混ワクチンについては、原則として同一種類のワクチンを必要回数接種することとして

います。交互接種については、科学的知見が十分あるわけではなく、接種スケジュールも複雑化するので、標準的

方法を網羅的に示すことはできませんが、審議会での議論等を踏まえ、以下のような方法が考えられます。

○ 原則的な方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、例えば以下のいずれかの方法

又はこれに準ずる方法により接種を実施して差し支えありません。

ア ４混及びHibを初回接種として１回実施 → ５混を初回接種として２回接種した後、追加接種として１回接種。

イ ４混及びHibを初回接種として２回実施 → ５混を初回接種として１回接種した後、追加接種として１回接種。

ウ ４混及びHibを初回接種として３回実施 → ５混を追加接種として１回接種。

○ なお、４混及びHibワクチンの接種回数が異なる場合については、４混ワクチン及びHibワクチンに含まれる各

成分について、添付文書に定められる接種回数以上の回数接種した場合の科学的知見が明らかになっていない

ことから、成分毎に必要な回数が充足し、かつ過剰とならないよう接種してください。

【接種方法の一例】

・ 初回接種で４混を２回、Hibを１回実施

→ 初回接種として５混を１回、Hibを１回接種。追加接種として５混を１回接種

・ 初回接種で４混を３回、Hibを１回接種 → Hibは２回接種。追加接種として５混を１回接種

※ なお、接種間隔については、後から接種するワクチンから見て、前の接種との間隔が添付文書の通りとなる

よう、必要な間隔を確保してください。

主なご質問への回答
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